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・・・ 12一般乗合旅客自動車運送事業における運賃の上限変更認可申請

公　　　示

都市鉄道等利便増進法に基づく整備構想・営業構想の認定について
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公   示  

○  ７鉄公第１号  

   都市鉄道等利便増進法（平成１７年法律第４１号）第４条

第４項の規定に基づき、整備構想を認定したので、同条第５

項の規定に基づき、次のとおり公表する。  

   なお、都市鉄道等利便増進法施行規則（平成１７年国土交

通省令第８２号）第８条の規定に基づく整備構想の認定の申

請の期限については、令和７年７月４日とする。  

   令和７年４月４日  

                             関東運輸局長   藤田  礼子   

Ⅰ  整備構想を認定した日  令和７年４月４日  

Ⅱ  整備構想の作成主体の名称  羽田エアポートライン株式

会社  

Ⅲ  認定した整備構想の内容  

１  速達性向上事業を実施する区域 (別添図面参照 ) 

東急電鉄東急多摩川線矢口渡駅・蒲田駅間から蒲田

駅を経過し、京浜急行電鉄本線・空港線京急蒲田駅付

近まで  

２  速達性向上事業の内容   

【鉄道の種類】  普通鉄道  

【整備キロ程】  約１．７ｋｍ  

【施設の概要】   

（１）単線・複線の別  複線  

（２）軌間  １０６７ｍｍ  

（３）設計最高速度  １１０ｋｍ /ｈ  

（４）設計通過トン数  ２０百万トン /年  

【その他の都市鉄道施設の整備】  

・蒲田駅付近における東急多摩川線と池上線との

接続線の整備  

・車両留置施設の整備  

・東急多摩川線多摩川駅及び下丸子駅乗降場の整

備  

・鉄道電気施設の整備  

３  都市鉄道施設の整備に要する期間  

 開始予定年月  令和７年１０月  

 終了予定年月  令和２４年３月（残工事期間を含む。） 
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４  都市鉄道施設の整備に要する費用の額  

総事業費  １２４，７６８ (百万円 ) 

    （内訳）  

       用 地 費  １０，１６０ (百万円 ) 

         工 事 費 １０６，０７１ (百万円 ) 

         そ の 他   ８，５３７ (百万円 ) 

５  速達性向上事業の効果  

近年、訪日外国人の増加や各国との都市間競争が激  

化する中での国際競争力強化の必要性の高まりが求め

られる中、京浜東北線・東急多摩川線及び池上線の蒲

田駅と京急蒲田駅間の約 800ｍはミッシングリンクと

なっている。  

東京圏の国際競争力の強化や地域経済の活性化の社

会的要請の高まりを受け、国際空港として相応しい羽

田空港への鉄道アクセスや通勤、通学などの都市内旅

客が利用する路線として、東急電鉄東急多摩川線矢口

渡駅・蒲田駅間から蒲田駅を経過し、京浜急行電鉄本

線・空港線京急蒲田駅付近までを連絡する路線の整備

を計画したものである。  

本事業は交通政策審議会答申第 198 号に位置付けら

れ、東急東横線、東京メトロ副都心線、東武東上本線

、西武池袋線との相互直通運転を通じて、国際競争力

強化の拠点である新宿、渋谷、池袋等や東京都北西部

・埼玉県南西部と羽田空港とのアクセス利便性の向上

が期待できる。また、蒲田・京急蒲田地区等の都市機

能の向上が図られ、更なる発展に資することが期待さ

れるものである。  

      

【具体例】 

中目黒駅～京急蒲田駅付近  

約 36 分⇒約 23 分（約 13 分短縮） 

自由が丘駅～京急蒲田駅付近  

約 37 分⇒約 15 分（約 22 分短縮） 

【参考：接続路線】 

中目黒駅 ～ 羽田空港第 1・第 2 ターミナル駅 
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約 50 分⇒約 42 分（約 8 分短縮） 

自由が丘駅 ～ 羽田空港第 1・第 2 ターミナル駅 

約 51 分⇒約 34 分（約 17 分短縮） 

東京メトロ副都心線（渋谷駅にて接続） 

新宿三丁目駅 ～ 羽田空港第 1・第 2 ターミナル駅 

約 61 分⇒約 54 分（約 7 分短縮） 

 

※東京メトロ副都心線・東急東横線渋谷駅での運転

形態は未定であり、乗継時間を考慮しない場合と

して計算  

※渋谷駅～新宿三丁目駅間および京急蒲田駅～羽田

空港第 1・第 2 ターミナル駅間の所要時分は想定  

 

６  速達性向上事業と一体となってその効果を十分に発揮

させるための事業があるときは、その内容   

東横線・目黒線田園調布駅付近において、目黒線から東急

多摩川線へ繋がる線路を、東横線から東急多摩川線へ繋がる

線路へと変更する事業が行われる。この事業により、本速達

性向上事業の効果が十分に発揮される。 

７  鉄道事業法第３条第１項の規定による鉄道事業の許可

を要するものにあっては、その種別   

      第３種鉄道事業  
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別添図面１ 

速達性向上事業を実施する区域（広域図） 
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別添図面２ 

 

速達性向上事業を実施する区域（詳細図） 

 

 

東急多摩川線

  

凡例 

： 駅の整備 

蒲田駅（地下） 京急蒲田駅付近（地下） 

事業区域（延長 約 1.7 km） 

連絡施設（約 0.9 ㎞） 

連絡線（約 0.8 ㎞） 
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公   示  

○  ７鉄公第２号  

   都市鉄道等利便増進法（平成１７年法律第４１号）第４条

第４項の規定に基づき、営業構想を認定したので、同条第５

項の規定に基づき、次のとおり公表する。  

   なお、都市鉄道等利便増進法施行規則（平成１７年国土交

通省令第８２号）第８条の規定に基づく営業構想の認定の申

請の期限については、令和７年７月４日とする。  

   令和７年４月４日  

                             関東運輸局長   藤田   礼子   

Ⅰ  営業構想を認定した日  令和７年４月４日  

Ⅱ  営業構想の作成主体の名称  東急電鉄株式会社  

Ⅲ  認定した営業構想の内容  

１  速達性向上事業を実施する区域 (別添図面参照 )    

東急電鉄東急多摩川線矢口渡駅・蒲田駅間から蒲田駅

を経過し、京浜急行電鉄本線・空港線京急蒲田駅付近ま

で  

２  速達性向上事業の内容   

【鉄道の種類】  普通鉄道  

【営業キロ】  約０．８ｋｍ（連絡線区間）  

【計画供給輸送力】  １１２．８千人 /日  

【運行条件】  

（１）運行区間  

渋谷方面～多摩川駅～蒲田駅～京急蒲田駅付近  

（２）運行頻度  

朝最混雑時間帯  ２０本 /時  程度  

その他の時間帯  １０本 /時  程度  

（３）運賃   

現在の運賃体系を基本とし、連絡線区間につい  

て加算運賃を設定する。  

（４）駅の位置及び名称  

別添図面参照  

 

※速達性向上事業の実施に当たっては、連絡線および連絡

施設の整備のほか、以下の都市鉄道施設の整備が必要。   

   ・蒲田駅付近における東急多摩川線と池上線との接続  
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線の整備  

・車両留置施設の整備  

・東急多摩川線多摩川駅及び下丸子駅乗降場の整備  

・鉄道電気施設の整備  

 

３  速達性向上事業の効果  

近年、訪日外国人の増加や各国との都市間競争が激化

する中での国際競争力強化の必要性の高まりが求められ

る中、京浜東北線・東急多摩川線及び池上線の蒲田駅と

京急蒲田駅間の約 800ｍはミッシングリンクとなってい

る。  

東京圏の国際競争力の強化や地域経済の活性化の社会

的要請の高まりを受け、国際空港として相応しい羽田空

港への鉄道アクセスや通勤、通学などの都市内旅客が利

用する路線として、東急電鉄東急多摩川線矢口渡駅・蒲

田駅間から蒲田駅を経過し、京浜急行電鉄本線・空港線

京急蒲田駅付近までを連絡する路線における運行計画を

策定したものである。  

本事業は交通政策審議会答申第 198 号に位置付けら

れ、東急東横線、東京メトロ副都心線、東武東上本線、

西武池袋線との相互直通運転を通じて、国際競争力強化

の拠点である新宿、渋谷、池袋等や東京都北西部・埼玉

県南西部と羽田空港とのアクセス利便性の向上が期待で

きる。また、蒲田・京急蒲田地区等の都市機能の向上が

図られ、更なる発展に資することが期待されるものであ

る。  

      

【具体例】  

中目黒駅～京急蒲田駅付近   

約 36 分⇒約 23 分（約 13 分短縮）  

自由が丘駅～京急蒲田駅付近   

約 37 分⇒約 15 分（約 22 分短縮）  

【参考：接続路線】  

中目黒駅  ～ 羽田空港第 1・第 2 ターミナル駅  

約 50 分⇒約 42 分（約 8 分短縮）  

- 8 -



 

自由が丘駅  ～  羽田空港第 1・第 2 ターミナル駅  

約 51 分⇒約 34 分（約 17 分短縮）  

東京メトロ副都心線（渋谷駅にて接続）  

新宿三丁目駅  ～  羽田空港第 1・第 2 ターミナル駅  

約 61 分⇒約 54 分（約 7 分短縮）  

    

※東京メトロ副都心線・東急東横線渋谷駅での運転形

態は未定であり、乗継時間を考慮しない場合として

計算  

※渋谷駅～新宿三丁目駅間および京急蒲田駅～羽田空

港第 1・第 2 ターミナル駅間の所要時分は想定  

 

４  速達性向上事業と一体となってその効果を十分に発揮    

させるための事業があるときは、その内容  

   東横線・目黒線田園調布駅付近において、目黒線から東急  

多摩川線へ繋がる線路を、東横線から東急多摩川線へ繋がる  

線路へと変更する事業を行う。この事業により、本速達性向  

上事業の効果が十分に発揮される。  

５  鉄道事業法第３条第１項の規定による鉄道事業の許可

を要するものにあっては、その種別   

第２種鉄道事業  
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別添図面１ 

速達性向上事業を実施する区域（広域図） 
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別添図面２ 

 

速達性向上事業を実施する区域（詳細図） 

 

 

東急多摩川線

  

凡例 

： 駅の整備 

蒲田駅（地下） 京急蒲田駅付近（地下） 

事業区域（延長 約 1.7 km） 

連絡施設（約 0.9 ㎞） 

連絡線（約 0.8 ㎞） 
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公       示 

事務取扱担当課：自動車交通部旅客第一課 

以上 

 

 

 一般乗合旅客自動車運送事業における運賃の上限変更認可申請があったので、道路運送法施行

規則第５５条の規定に基づき、下記のとおり公示する。 

 

令和７年４月１０日 

 

                                    関東運輸局長  藤田 礼子 

 

１．申請事案の概要 

（１）事案番号：２５Ａ０１ 

（２）事案の件名：一般乗合旅客自動車運送事業における運賃の上限変更認可申請 

（３）事案の概要 

   ① 申請年月日：令和７年３月１９日 

   ② 申 請 者：東武バスセントラル株式会社 

③ 適用路線：東京都内の均一区間全路線 

   ④ 平均改定率：９．６６％ 

⑤ 現行・申請運賃比較表 

（単位：円） 

片道運賃 通勤定期１ヶ月 

現行 申請 現行 申請 

現金・ＩＣ 現金・ＩＣ  

10,350 

 

12,150 230 270 

                             

２．意見の聴取について 

本事案に関して、道路運送法第８９条の規定による意見の聴取を行いますので、本事案に利

害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、この公示の日から１０日以内に、次の（１）

～（４）の事項を記載した意見聴取申請書を関東運輸局自動車交通部旅客第一課まで提出して

下さい。（郵送による場合には、期限当日の消印のあるものは有効とします。） 

（１）意見の聴取を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名 

（２）事案の件名及び事案番号 

（３）意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 

（４）意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 

 

３．意見の聴取の実施予定日及び場所 

  意見聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に対して、実施予定

日の１０日前までに別途通知します。 
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公       示 

事務取扱担当課：自動車交通部旅客第一課 

以上 

 

 

 一般乗合旅客自動車運送事業における運賃の上限変更認可申請があったので、道路運送法施行

規則第５５条の規定に基づき、下記のとおり公示する。 

 

令和７年４月１０日 

 

                                    関東運輸局長  藤田 礼子 

 

１．申請事案の概要 

（１）事案番号：２５Ａ０２ 

（２）事案の件名：一般乗合旅客自動車運送事業における運賃の上限変更認可申請 

（３）事案の概要 

   ① 申請年月日：令和７年３月１９日 

   ② 申 請 者：東武バスセントラル株式会社 

③ 適用路線：千葉ブロックの一般路線バスの全路線 

   ④ 平均改定率：１９．２％ 

⑤ 初乗り運賃：２２０円（現行：現金１７０円、ＩＣ１６８円） 

⑥ 主要区間における現行・申請運賃比較表 

（単位：円） 

区間 

片道運賃 通勤定期１ヶ月 

現行 申請 現行 申請 

現金 ＩＣ 現金・ＩＣ 

柏駅西口～国立がん研究センター 300 294 380 13,500 17,100 

柏駅東口～沼南車庫 340 336 390 15,300 17,550 

南柏駅東口～光ヶ丘 170 168 220 7,650 9,900 

 

２．意見の聴取について 

本事案に関して、道路運送法第８９条の規定による意見の聴取を行いますので、本事案に利

害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、この公示の日から１０日以内に、次の（１）

～（４）の事項を記載した意見聴取申請書を関東運輸局自動車交通部旅客第一課まで提出して

下さい。（郵送による場合には、期限当日の消印のあるものは有効とします。） 

（１）意見の聴取を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名 

（２）事案の件名及び事案番号 

（３）意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 

（４）意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 

 

３．意見の聴取の実施予定日及び場所 

  意見聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に対して、実施予定

日の１０日前までに別途通知します。 
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